
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「滋賀養老院 平面図」 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

⑥  「方面事業後援団体調」

昭和8年（1933年）

 

県は困窮者の生活状況を調査し、保

護や社会教化を行うため、大正10

年（1921年）に「保護委員制度」

を設け、保護委員を選出した。その

後、「方面事業」を国が制定したた

め、名称を換えて方面委員として、

彼らを中心に各村で後援会などを

設立して窮民救助を行った。昭和8

年（1933年）には1,052人の方

面委員が生活扶助など9,000件あ

まりの事例を取り扱っている。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧「救護施設国庫補助申請 理由書」

昭和9年（1934年）

 

長浜町は「鰥
かん

寡
か

孤独
こ ど く

※の貧困者」救済

のために昭和3年（1928年）に「延

寿舎」を作った。昭和 7年から実施

された「救護法」を受けて、国の助

成により施設を拡張する申請を出し 

ている。     ※よるべない人 

 

⑦ 「事業概要」 滋賀養老院 昭和13
年(1938年)    

  （上図、右写真） 

 

昭和 4 年（1929 年）に方面委員後援

会（後に大津市社会事業助成会）が滋賀

養老院を設立した。当初は、大津市の三

井寺山内に一角を借りていたが、昭和8

年（1934年）に定員30人の新しい院

舎を大津市神出に建築した。 

 


